
北海道政策評価委員会運営要領

（趣 旨）

第１条 この要領は、北海道政策評価条例（平成１４年北海道条例第１号。以下「条例」と

いう。）及び北海道政策評価委員会規則（平成１４年北海道規則第１７号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、北海道政策評価委員会（以下「委員会」という。）の運

営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（参与の任期等）

第２条 参与の任期は、２年以内とする。ただし、参与が欠けた場合における補欠の参与の

任期は、前任者の残任期間とする。

２ 参与は、再任されることができる。

（専門委員会の会議）

第３条 規則第３条に規定された専門委員会の会議は、委員長が招集する。

（委員会の庶務）

第４条 委員会の庶務は、北海道総合政策部政策局計画推進課において処理する。ただし、

専門委員会の庶務は、それぞれの事務を所掌する課が処理する。

（委員長への委任）

第５条 この要領に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専

門委員会に諮って定める。

附 則

この要領は、平成１４年４月２５日から施行する。

附 則

この要領は、平成１４年９月２０日から施行する。

附 則

この要領は、平成１５年６月２４日から施行する。

附 則

この要領は、平成１６年４月 １日から施行する。

附 則

この要領は、平成１７年４月 １日から施行する。

附 則

この要領は、平成１８年４月 １日から施行する。

附 則

この要領は、平成２２年５月２６日から施行する。

附 則

この要領は、平成２３年７月１５日から施行する。

附 則

この要領は、平成３０年５月２５日から施行する。


